
大阪 広域 水道 企業 団情 報公 開条 例施 行規 則 及 び大 阪広 域水 道企 業団 個

人情報保護 条例 施 行規則 の一部を 改 正する規則 を公 布 する。  

令和元年 11月 22日  

大阪広域水道企 業 団  

企業長  永藤  英 機  

大阪広域水道企 業 団規則 第１号  

大阪 広 域水 道企 業 団情 報 公開 条例 施 行規 則 及び 大阪 広 域水

道企業団個人情 報 保護条例施行規 則 の一部を改正す る 規則  

 （大阪広域水 道 企 業団情報公開 条 例施行規則 の一 部 改正）  

第１ 条  大阪 広域 水道 企業 団情 報公 開条 例施 行規 則 （ 平成 23年 大阪 広域

水道企業団規則 第 ３号）の一部を 次 のように改正す る 。  

次の 表の 改正 前の 欄に 掲げ る規 定を 同表 の改 正後 の欄 に掲 げる 規定

に下線で示すよ う に改正する。  

改正後  改正前  

（公開の実施等）  （公開の実施等）  

第８条  （略）  第８条  （略）  

 (１ ) 当該 文書 等 を乾 式複 写機 によ り 日

本 産 業 規 格 Ａ 列 ３ 番 （ 以 下 「 Ａ ３ 判 」

と い う 。 ） 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に 単 色

刷 り で 複 写 し た も の 。 た だ し 、 こ れ に

よ り 難 い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 文 書 等

を 乾 式 複 写 機 に よ り 企 業 長 が 別 に 定 め

る 大 き さ の 規 格 の 用 紙 に 単 色 刷 り で 複

写したもの  

 (１ ) 当該 文書 等 を乾 式複 写機 によ り 日

本 工 業 規 格 Ａ 列 ３ 番 （ 以 下 「 Ａ ３ 判 」

と い う 。 ） 以 下 の 大 き さ の 用 紙 に 単 色

刷 り で 複 写 し た も の 。 た だ し 、 こ れ に

よ り 難 い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 文 書 等

を 乾 式 複 写 機 に よ り 企 業 長 が 別 に 定 め

る 大 き さ の 規 格 の 用 紙 に 単 色 刷 り で 複

写したもの  

 (２ ) （略）   (２ ) （略）  

 (３ ) 当該 文書 等 をス キャ ナ（ これ に 準

ず る 画 像 読 取 装 置 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的

記 録 （ 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 電

磁 的 記 録 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 光 デ

ィ ス ク （ 日 本 産 業 規 格 Ｘ 0606 及 び Ｘ

6281に適合する直径 120ミリメートルの

光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と

が可能な記憶容量 700メガバイトのもの

又 は 日 本 産 業 規 格 Ｘ 6235及 び Ｘ 6241に

適合する直径 120ミリメートルの光ディ

ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と が 可 能

な 記 憶 容 量 4.7ギ ガ バ イ ト の も の に 限

る。以下同じ。）に複写したもの  

 (３ ) 当該 文書 等 をス キャ ナ（ これ に 準

ず る 画 像 読 取 装 置 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的

記 録 （ 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 電

磁 的 記 録 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 光 デ

ィ ス ク （ 日 本 工 業 規 格 Ｘ 0606 及 び Ｘ

6281に適合する直径 120ミリメートルの

光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と

が可能な記憶容量 700メガバイトのもの

又 は 日 本 工 業 規 格 Ｘ 6235及 び Ｘ 6241に

適合する直径 120ミリメートルの光ディ

ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る こ と が 可 能

な 記 憶 容 量 4.7ギ ガ バ イ ト の も の に 限

る。以下同じ。）に複写したもの  

２～ 11 （略）  ２～ 11 （略）  

 （大阪広域水 道 企業団 個人情報 保 護 条例施行規則 の 一部改正）  

第２ 条  大阪 広域 水道 企業 団 個 人情 報保 護 条 例施 行規 則 （ 平成 23年 大阪



広域水道企業団 規 則 第５号）の一 部 を次のように改 正 する。  

次の 表の 改正 前の 欄に 掲げ る規 定を 同表 の改 正後 の欄 に掲 げる 規定

に下線で示すよ う に改正する。  

改正後  改正前  

（開示の実施等）  （開示の実施等）  

第 12条  （略）  第 12条  （略）  

 (１ ) 当該 個人 情 報に 係る 部分 を乾 式 複

写 機 に よ り 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ３ 番 （ 以

下 「 Ａ ３ 判 」 と い う 。 ） 以 下 の 大 き さ

の 用 紙 に 単 色 刷 り で 複 写 し た も の 。 た

だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 乾 式 複

写 機 に よ り 企 業 長 が 別 に 定 め る 大 き さ

の 規 格 の 用 紙 に 単 色 刷 り で 複 写 し た も

の  

 (１ ) 当該 個人 情 報に 係る 部分 を乾 式 複

写 機 に よ り 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ３ 番 （ 以

下 「 Ａ ３ 判 」 と い う 。 ） 以 下 の 大 き さ

の 用 紙 に 単 色 刷 り で 複 写 し た も の 。 た

だ し 、 こ れ に よ り 難 い 場 合 に あ っ て

は 、 当 該 個 人 情 報 に 係 る 部 分 を 乾 式 複

写 機 に よ り 企 業 長 が 別 に 定 め る 大 き さ

の 規 格 の 用 紙 に 単 色 刷 り で 複 写 し た も

の  

 (２ ) （略）   (２ ) （略）  

 (３ ) 当該 個人 情 報に 係る 部分 をス キ ャ

ナ （ こ れ に 準 ず る 画 像 読 取 装 置 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録 （ 条 例 第 ２ 条 第 １ 号 ア

に 規 定 す る 電 磁 的 記 録 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 光 デ ィ ス ク （ 日 本 産 業 規 格 Ｘ

0606及びＸ 6281に適合する直径 120ミリ

メ ー ト ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再

生することが可能な記憶容量 700メガバ

イ ト の も の 又 は 日 本 産 業 規 格 Ｘ 6235及

びＸ 6241に適合する直径 120ミリメート

ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る

ことが可能な記憶容量 4.7ギガバイトの

も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） に 複 写 し た

もの  

 (３ ) 当該 個人 情 報に 係る 部分 をス キ ャ

ナ （ こ れ に 準 ず る 画 像 読 取 装 置 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で

き た 電 磁 的 記 録 （ 条 例 第 ２ 条 第 １ 号 ア

に 規 定 す る 電 磁 的 記 録 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 光 デ ィ ス ク （ 日 本 工 業 規 格 Ｘ

0606及びＸ 6281に適合する直径 120ミリ

メ ー ト ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再

生することが可能な記憶容量 700メガバ

イ ト の も の 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｘ 6235及

びＸ 6241に適合する直径 120ミリメート

ル の 光 デ ィ ス ク の 再 生 装 置 で 再 生 す る

ことが可能な記憶容量 4.7ギガバイトの

も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） に 複 写 し た

もの  

２～ 11 （略）  ２～ 11 （略）  

   附  則  

 この規則は、 公 布の日から施行 す る。  


